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企業・事業所のトップの方から、従業員が仕事と生活の
両立ができるような、「働きやすい職場づくり」の取組を
宣言してもらう制度です。県では、宣言企業・事業所を
登録し、宣言書を交付します。

※宮崎県内に事業所がある、全ての企業・事業所から
募集します。

※事業所規模は問いません。

下記お問合せ先へお電話いただければ申込書を郵送いたします。宣言登録申込書を、下記お問合せ先へＥメール又は
郵送・FAXでご提出ください。申込書はホームページからもダウンロードできます。

問合せが増え、会社のアピールになっている。
新規採用の際、働きやすい職場として紹介できるように
なった。
子どもや家庭の事などの相談ができるようになり、お互
い理解し合えるようになったため、仕事のフォローもスムー
ズになった。

宣言したことで事業所側も積極的に年次有給休暇の取
得を促すような雰囲気になった。
年次有給休暇の計画的な取得やノー残業に努める
日が定着してきた。また、非効率な仕事を見直す意識も高
まってきた。
子どもに合わせて仕事を休む事ができ、仕事と家庭を両
立しやすい環境になったと感じている。

中小企業事業主のみ対象

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに
沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場
復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者
が生じた中小企業事業主に支給します。

育児休業取得者の業務を代替する労働者を確
保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰さ
せた中小企業事業主に支給します。

A 休業取得時 28.5万円<36万円>

28.5万円<36万円>B 職場復帰時

支給額

Ａ 新規雇用 47.5万円<60万円>

10万円<12万円>

9.5万円<12万円>

Ｂ 手当支給等
有期雇用労働者加算

支給額

※職場復帰時は、育休取得時を
　受給していない場合申請不可。

育休取得時・職場復帰時

業務代替支援
※A・Bとも１事業主２人まで支給（無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人）。

※１事業主当たりＡ・Ｂ合わせて１年度10人まで支給（５年間）。

※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算

男性労働者が育児休業を取得しやすい
雇用環境整備や業務体制整備を行い、
育児休業を取得した男性労働者が生じた
事業主に支給します。
※ 支給額 < > 内は、生産性要件を満たした場合の

支給額。

中小企業事業主のみ対象

「介護支援プラン」を作成し、プランに
沿って労働者の円滑な介護休業の取得・
職場復帰に取り組み、介護休業を取得し
た労働者が生じた、または介護のための
柔軟な就労形態の制度（介護両立支援
制度）の利用者が生じた中小企業事業主
に支給します。

中小企業事業主のみ対象

支給額
休業取得時

Ａ 介護休業

Ｂ 介護両立支援制度
Ｃ 新型コロナウイルス感染症対応特例

職場復帰時
28.5万円<36万円>

28.5万円<36万円>

28.5万円<36万円>

5日以上10日未満20万円／10日以上35万円

支給額

代替要員加算
第１種 20万円

20万円（代替要員を３人以上確保した場合には45万円）
１事業年度以内に30％以上上昇した場合：60万円<75万円>
２事業年度以内に30％以上上昇した場合：40万円<65万円>
３事業年度以内に30％以上上昇した場合：20万円<35万円>

①

② 第２種

※Ａ～Ｃいずれも１事業主１年度５人まで支給。

男性の育児休業取得を促進！

仕事と介護の両立支援！

仕事と育児の両立支援！

月曜日～金曜日（休日：土・日・祝日・年末年始）9:00～17:00
宮崎市橘通東２丁目９-14 トライスター本町通りビル302
 FAX.0985-27-1871　E-mail  hk45@mb.langate.co.jp

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特
に困難な時期にある労働者のため、以下の制
度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた
中小企業事業主に支給します。
育児・介護休業法を上回る「Ａ：子の看護休暇
制度（有給、時間単位）」または「Ｂ：保育サー
ビス費用補助制度」を導入していること

職場復帰後支援

制度導入時 28.5万円<36万円>

A:子の看護休暇制度1,000円<1,200円>×時間
B:保育サービス費用補助制度実費の2/3制度利用時

支給額

※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか１回のみの支給。制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から３年以内５人まで支給。
　１事業主当たりの上限は、A：200時間<240時間>、B：20万円<24万円>まで。


